
第
一
向
巷
　
　
　
川
雑
　
笠
緊
　
　
徳
川
醐
糠
明
の
貿
【
易
家
釦
篇
痛
箆
M
随
ゐ
石
衛
門

第
工
號

王
○
　
（
二
二
〇
）

蘂

徳
瞬
川
初
期
の
貿
易
家
縣
屋
随
右
衛
門文

學
士
川
島
元
衣
郎

　
　
　
　
面

　
文
面
の
初
に
あ
た
り
豊
臣
秀
吉
の
朱
印
歌
を
得
て
海
外

貿
易
の
業
に
繕
事
し
た
る
者
の
中
、
長
崎
の
呑
屋
随
右
衛

門
は
其
の
事
績
の
最
も
明
か
な
ら
ざ
る
一
入
な
り
。
長
崎

古
今
青
玉
に
、

　
糸
屋
随
・
石
配
儒
…
門
野
晒
唐
＃
†
十
・
六
巾
蔵
、
慶
長
六
辛
丑
年
よ
り
宵
㌍
永
楽

　
壬
申
年
商
三
＋
二
年
の
間
二
十
四
度
渡
海
、
叉
云
糸
屋
随
右
衛

　
門
廿
四
度
渡
海
種
々
の
壁
，
こ
も
有
之
、

ε
記
し
た
れ
ざ
も
、
謂
ふ
所
の
「
塁
即
ち
彼
の
手
記
せ
る

認
録
今
傳
は
ら
す
、
二
十
鈴
同
の
航
海
の
間
に
は
幾
度
か

死
生
の
境
に
出
入
し
て
英
雄
的
事
蹟
を
留
め
た
り
け
ん
に

惜
し
い
哉
文
民
徴
す
べ
き
な
く
其
の
活
動
の
跡
を
努
髭
す

る
に
歯
な
き
を
奈
何
に
せ
ん
Q
京
都
市
衣
棚
通
竹
屋
町
上

〃
町
に
縣
屋
初
尾
ε
い
へ
る
人
あ
り
。
予
其
の
麗
先
の
呂

宋
に
渡
航
し
π
る
事
あ
b
ビ
聞
き
、
心
す
随
右
衛
門
の
後

馬
な
る
べ
し
定
信
じ
、
大
正
入
年
四
月
十
六
日
倉
皇
と
し

て
其
の
家
を
訪
問
し
た
り
。
而
し
て
初
尾
氏
の
良
人
中
西

由
之
助
氏
よ
り
得
た
る
同
答
は
實
に
次
の
如
く
な
b
き
o



昇
啓
昨
日
は
態
々
御
出
被
下
候
腱
生
櫓
…
小
生
不
在
に
て
乱
僧
串

上
候
引
績
き
海
外
貿
易
の
事
蹟
御
調
査
被
遊
候
量
感
界
の
爲
め

感
謝
二
項
に
奉
二
一
（
中
略
）
何
か
御
調
査
之
御
参
考
に
可
相
成

事
賢
申
上
度
存
候
得
共
糸
屋
家
之
事
．
蹟
は
徳
川
氏
以
前
之
事
は

頓
ミ
不
野
分
由
緒
書
に
よ
れ
ば
先
狙
（
糸
屋
九
郎
右
衛
門
法
名

浄
寅
）
豊
公
時
代
に
泉
州
堺
よ
り
呂
宋
に
渡
航
天
機
有
之
候
て

駐
機
こ
云
ふ
事
は
傳
説
も
無
爵
候
但
右
浮
雲
は
管
掌
の
壽
貞

（
是
亦
九
部
右
衛
門
）
、
こ
共
に
徳
川
氏
の
命
に
よ
り
江
戸
大
坂
堺

南
都
京
都
駿
府
等
に
朱
座
之
役
所
を
創
設
し
維
新
迄
代
々
朱
座

年
寄
役
を
勤
め
た
れ
ば
朱
の
輸
入
港
た
る
長
崎
へ
の
交
通
は
あ

り
た
る
べ
く
、
叉
最
初
の
座
役
に
一
族
を
用
ひ
た
る
等
の
事
は

な
し
唱
こ
も
難
申
候
現
に
江
戸
朱
座
年
寄
義
村
仁
三
郎
は
同
家
に

て
維
新
迄
存
し
居
候
右
回
之
義
に
て
長
．
崎
に
は
寺
も
親
類
等
も

無
之
三
一
申
上
候
義
は
糸
屋
は
本
姓
を
義
村
・
こ
申
候
に
付
義
村

を
満
し
候
者
は
縁
故
あ
る
人
・
こ
被
存
候
浮
貞
壽
貞
等
の
徳
川
氏

創
業
階
代
に
活
動
し
た
る
揚
所
は
堺
伏
見
京
都
の
様
に
被
存
候

御
朱
印
其
他
重
要
な
る
書
類
な
上
寛
の
爲
め
差
出
有
之
候
内
建

替
乏
朝
風
内
焼
失
之
際
烏
有
に
蹄
し
た
る
旨
に
て
其
後
元
治
の

　
　
猿
六
巻
　
　
維
　
纂
　
　
徳
川
初
期
の
貿
易
家
綜
麗
随
石
衛
門

　
兵
火
に
も
遭
ひ
居
り
一
向
御
魔
に
入
候
様
之
書
類
も
無
之
候
得

　
共
鐸
顔
之
時
機
も
有
之
候
は
“
由
緒
書
等
御
覧
に
入
可
申
候
倫

　
世
間
に
流
布
せ
る
名
物
糸
屋
切
な
る
織
物
あ
6
鼻
声
器
弓
袋
等
に

　
粗
成
居
候
是
は
浮
貞
が
海
外
よ
り
持
回
り
た
る
も
の
に
可
有
之

　
候
其
外
朱
座
切
¶
こ
申
も
の
も
有
之
脚
に
候
へ
盆
明
だ
見
た
る
事

　
も
無
之
候
是
等
が
海
外
渡
航
を
語
る
も
の
か
物
こ
存
候
乍
序
申
添

　
候
（
下
略
）

　
か
く
て
書
屋
初
尾
氏
の
家
は
朱
座
年
寄
の
家
柄
に
し
て

其
の
租
先
九
郎
右
衛
門
は
假
命
呂
宋
に
渡
航
し
π
る
こ
ε

あ
り
ご
す
る
も
、
長
崎
の
縣
屋
随
右
衛
門
に
關
係
な
き
こ

ご
、
な
り
、
予
の
期
待
は
敢
な
く
も
裏
切
ら
れ
た
り
。
予

は
去
り
て
其
の
遺
蹟
遺
物
を
長
崎
に
求
め
ざ
る
べ
か
ら

す
。

「
市
街
を
團
饒
せ
る
山
岳
は
甚
だ
高
か
ら
ざ
れ
ざ
も
急
峻

に
し
て
頂
上
に
至
る
ま
で
線
樹
新
鉱
た
る
を
以
て
山
容
頗

る
愛
す
べ
く
風
景
明
媚
な
う
、
此
等
の
山
岳
を
登
れ
ば
市

の
背
後
に
あ
π
り
数
多
の
蕪
嚴
な
る
寺
院
あ
b
て
、
此
の

國
の
風
習
に
從
ひ
華
麗
な
る
庭
園
ご
石
階
ご
を
以
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
五
一
　
（
一
ご
＝
）

’



　
　
　
珊
耶
、
山
胸
幅
匂
　
　
縫
惜
　
纂
　
　
　
蔚
偲
川
初
山
甥
の
貿
易
家
敵
脚
屋
購
畿
心
衛
門

美
観
を
装
ひ
た
り
、
更
に
高
所
に
登
れ
ば
無
数
の
墓
あ
り

て
累
々
ご
し
て
相
擁
れ
b
」
ζ
ケ
ン
プ
ェ
ル
氏
が
記
せ
る

が
如
く
（
囚
澱
ω
ヨ
℃
貯
“
譲
ω
8
蔓
亀
一
ぞ
震
）
長
崎
市
街
を

緯…

黷
驕
c
帯
の
三
三
出
は
今
も
爾
翠
黛
の
色
を
鍵
へ
す
、
其

の
牢
腹
に
は
崇
編
寺
、
大
晋
寺
、
皓
壷
寺
等
の
伽
藍
高
く
聾

え
て
、
欝
名
の
盤
梵
唄
の
畳
は
颯
々
た
る
松
籟
に
和
し
、

其
の
後
方
に
連
れ
る
二
大
な
る
墓
地
に
は
大
小
の
碑
石
墾

差
ご
し
て
、
縷
々
ビ
し
て
立
ち
昇
る
香
燗
は
松
栄
の
問
に

緩
難
し
て
不
断
の
雲
を
停
め
た
り
。
予
は
此
の
墓
地
に
入

り
て
編
塊
の
聞
を
彿
梱
す
る
こ
ご
多
時
、
途
に
大
暑
寺
後

方
の
地
に
於
て
緯
圏
三
右
衛
門
の
墓
塔
を
見
撮
す
を
得
た

り
。
墓
は
近
年
の
改
造
に
係
り
彫
琢
の
跡
新
た
に
し
て
「
縣

屋
氏
累
代
之
墓
」
ε
題
し
、
左
の
二
十
数
行
の
文
字
を
刻
し

た
り
Q

　
初
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
屋
随
右
門
衛
正

　
二
代
　
幸
暴
道
芝
房
士

　
　
寛
文
こ
戊
寅
…
月
十
八
日
　
　
糸
屋
五
郎
右
衛
門
正
道

　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
五
二

三
代
　
法
愚
了
然
居
士

　
元
藤
八
乙
亥
八
月
費
四
口

四
代
　
性
巖
古
褥
輝
定
門

　
延
享
四
甲
子
十
二
月
十
九
日

五
代
　
繋
碁
諦
念
居
士

　
元
文
四
丙
未
十
二
月
十
一
日

六
代
　
　
正
熟
職
盗
｛
蜘
殖
滋
・
本
居
±

　
天
’
明
工
ハ
丙
牟
よ
九
m
月
萱
一
臓

七
代
　
畳
曝
涼
響
信
士

　
明
和
四
丁
亥
八
月
菅
一
鷺

八
代
　
濟
馨
道
呼
時
、
浪
居
士

　
寛
政
十
戊
午
五
屑
五
日

九
代
　
泰
轡
翠
雲
正
方
居
士

　
嘉
永
四
辛
亥
五
月
十
八
日

十
代
　
鞭
界
心
澄
居
士

　
明
治
十
一
戊
寅
七
月
八
口

十
一
代
羅
貞
好
妙
浮
大
姉

　
明
治
三
十
丁
唐
九
月
七
日

（
二
二
二
）

糸
屋
五
郎
右
．
衛
門
正
徳

糸
屋
太
郎
兵
衛

糸
屋
四
郎
右
衛
門

糸
屋
忠
左
衛
門
正
秀

．
糸
屋
　
五
八
郎

糸
屋
随
右
衛
門
秀
俊

糸
屋
忠
左
衛
門
正
秀

忠
左
衛
門
長
男
常
三
郎
三

儀

郎
長
女
古
乃

九二
歳十

明
治
萱
三
年
唐
薯
左
衛
門
・
次
男
静
次
郎
．
再
興
樋
口
氏

へ



是
れ
我
が
綜
屋
随
右
衡
門
の
子
孫
古
綿
ビ
し
て
近
代
に
至

る
迄
現
存
し
た
る
を
属
す
る
も
の
に
非
か
し
て
何
ぞ
や
。

　
　
　
　
剛
醐

一、

ﾜ
三
四
累
代
三
三
」
に
就
き
て
最
も
注
意
す
べ
き
は
最

後
の
一
行
「
忠
左
衛
門
次
男
静
次
郎
再
興
樋
ロ
氏
」
の
交
字

な
り
。
予
長
崎
に
在
る
こ
ε
既
に
一
閲
年
、
居
常
緯
屋
氏

の
後
喬
を
尋
ぬ
る
を
以
て
念
ご
な
す
ご
錐
、
寡
聞
に
し
て

果
さ
や
り
し
に
二
藍
の
端
絡
を
得
て
雀
躍
に
堪
へ
す
Q
捜

糞
久
し
か
ら
す
し
て
樋
口
氏
の
所
在
を
知
る
を
得
た
り
。

袋
町
に
謝
す
る
樋
口
静
一
郎
氏
帥
ち
是
な
b
。
氏
は
帥
戸

高
等
商
業
學
綾
を
卒
業
し
た
る
新
進
の
實
業
家
に
し
て
、

資
性
剛
毅
謙
譲
轡
聞
を
當
世
τ
求
め
す
、
名
家
の
後
密
た

る
こ
ご
を
も
語
々
に
語
る
こ
ビ
稀
な
b
し
か
ば
、
訪
古
の

客
層
の
門
を
叩
く
者
な
く
永
く
市
井
に
隠
れ
た
り
け
ん
、

予
を
見
る
に
及
び
て
氏
は
十
年
の
交
あ
る
が
如
く
筐
底
を

梯
ひ
て
右
記
録
を
提
示
せ
ら
れ
た
り
。
煽
れ
予
の
深
く
氏

　
　
　
第
六
巻
　
　
　
難
甲
　
纂
　
　
徳
田
川
初
期
の
湘
買
易
家
綜
屋
鰭
四
右
循
…
門

に
戚
謝
す
る
所
な
り
。

　
由
緒
書
に
依
れ
ば
、
縣
屋
氏
は
随
右
衡
門
の
時
よ
り
袋

町
に
住
居
し
、
長
子
五
郎
右
衛
門
寛
永
元
年
袋
町
乙
名
役

ざ
な
り
て
よ
り
、
子
孫
其
の
職
を
世
々
に
し
、
以
て
明
治
維

新
に
及
べ
り
。
九
代
忠
左
衛
門
正
秀
四
子
あ
り
、
常
三
郎
、

静
次
郎
、
猪
吉
郎
、
理
三
郎
ε
い
ふ
。
常
三
郎
家
を
織
ぎ
、
嘉

永
四
年
入
月
乙
三
役
ε
な
り
、
安
政
二
年
八
月
唐
船
雑
用

取
締
掛
を
鍮
ね
し
が
、
維
新
の
後
家
滋
振
は
す
、
明
治
＋
一

年
七
月
入
日
病
で
賦
す
。
静
次
郎
虚
で
、
樋
口
氏
を
噛
し
、

猪
吉
郎
、
理
三
郎
庸
暗
に
し
て
素
行
修
ら
す
、
常
三
郎
の
長

女
こ
の
縣
屋
氏
を
嗣
ぐ
ε
錐
も
、
繊
手
能
く
家
蚕
を
回
ら

す
べ
き
に
あ
ら
す
、
二
叔
之
に
乗
じ
て
無
論
至
ら
ざ
る
な

く
、
途
に
没
落
を
見
る
に
至
れ
り
。
樋
口
氏
を
嬉
し
だ
る
静

次
郎
は
他
郷
に
出
で
》
刻
苦
精
賭
す
る
事
多
年
、
　
一
旦
長

崎
に
至
る
や
、
既
に
取
入
の
手
に
露
し
た
る
柏
屋
氏
の
家

屋
敷
を
買
戻
し
、
之
に
住
居
を
定
め
て
樋
口
並
屋
氏
家
の

祀
を
絶
・
た
ざ
ら
ん
事
を
勉
め
た
り
。
墓
碑
に
刻
せ
る
「
静

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
五
三
（
ご
二
三
）



第
論
口
巻
　
　
　
雑
　
纂
　
　
　
徳
…
川
初
期
の
貿
易
家
謙
屋
㎜
縄
右
衝
…
門

次
郎
再
興
樋
望
事
」
の
文
は
邸
ち
此
の
事
賃
を
指
せ
る
な

り
。
静
次
郎
の
長
男
邸
ち
静
一
郎
氏
に
し
て
、
今
の
住
宅
は

綜
屋
氏
歴
代
の
邸
宅
の
一
部
に
露
な
ら
ざ
る
な
り
。

　
天
保
四
年
⊥
三
月
九
代
嘉
右
衛
門
（
後
詰
左
衛
…
門
ご
改
む
㌦
よ

り
乙
名
會
所
に
差
出
し
た
る
由
緒
書
に
曰
く
、

　
　
私
先
組
藤
屋
随
右
衛
門
儀
生
所
由
城
國
之
者
二
而
御
生
地
え
罷

　
　
越
袋
町
ね
住
居
仕
候
其
頃
日
本
♂
福
野
ね
爲
交
易
年
々
渡
海
仕

　
　
候
船
御
定
直
覧
仰
出
随
右
衛
門
船
も
蒙
御
言
近
影
地
♂
数
年
異

　
　
國
ね
渡
海
仕
候
尤
蔭
記
等
御
座
候
得
共
昔
年
火
災
之
節
焼
失
仕

　
　
候
二
付
年
月
等
粗
知
不
串
候
二
付
書
載
不
仕
候
随
右
衛
門
三
九

　
　
郎
右
衛
門
儀
寛
永
元
子
年
三
召
出
袋
町
乙
名
被
仰
付
図

又
曰
く
、

　
　
右
随
右
衛
門
儀
元
由
城
國
京
都
出
生
肖
者
二
御
座
候
塵
當
地
袋

　
　
町
二
住
居
仕
候
然
ル
虚
其
頃
日
本
ず
異
國
え
爲
交
易
渡
海
仕
候

　
　
船
御
定
撒
団
扇
出
随
右
衛
門
般
も
蒙
発
許
撒
年
當
地
♂
異
國
ね

　
　
渡
海
仕
候
尤
善
記
御
座
候
得
共
火
災
之
節
焼
失
仕
年
月
撃
茎
知

　
　
国
忌
候

，
果
然
随
右
衛
門
は
京
都
の
出
生
に
し
て
海
外
貿
易
の
紅
圖

第
二
號

五
四
　
（
二
二
四
）

を
行
は
ん
認
め
長
崎
に
住
居
を
定
め
た
る
な
り
。
此
の
由

緒
書
は
随
右
衛
門
の
事
蹟
を
叙
す
る
こ
ご
僅
に
前
記
の
二

項
に
止
ま
り
、
内
容
鯨
り
に
塞
疎
な
れ
ざ
も
讃
擦
の
書
類

嶢
失
し
た
り
こ
い
へ
ば
是
非
も
な
し
。
而
し
て
二
代
五
郎

右
衛
門
以
下
乙
名
役
就
職
年
行
司
船
手
吟
味
役
等
の
加
役

申
付
け
ら
れ
た
る
療
畢
を
記
す
に
止
ま
り
、
採
・
9
て
…
以
て
随

右
衛
門
の
事
蹟
を
稽
ふ
る
に
足
る
べ
き
着
料
を
含
ま
ざ
る

を
澱
憾
こ
す
Q
趨
れ
ご
も
樋
口
氏
に
は
此
の
由
緒
書
の
外

に
全
く
内
容
を
異
に
し
π
お
別
箇
の
由
緒
書
め
り
て
、
其

の
表
紙
に
は
、

　
　
　
　
　
　
御
勘
定
奉
行
支
配

　
　
本
宮
山
城
　
朱
座
年
寄
・

　
　
生
國
山
城
　
綜
屋
源
藏
實
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割
出
九
郎
右
衛
門
正
審

ご
記
し
、
正
に
京
都
の
朱
座
年
寄
紺
屋
九
郎
右
衛
門
よ
汐

寛
政
年
間
京
都
所
司
代
に
差
出
し
た
る
も
の
な
る
こ
ご
を

示
せ
り
。
其
の
中
に
日
く
、



酸

　
　
　
　
　
　
　
糸
屋
九
郎
右
術
門
事
浮
貞
伜

　
　
譜
　
初
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
屋
九
郎
右
衛
門
正
光

　
　
↓
一
三
渡
海
船
之
儀
三
三
ね
も
御
免
被
爲
仰
付
呂
宋
國
セ
2
相
盛
．

　
り
候
御
書
頂
戴
仕
罷
在
候

　
（
中
略
）
右
九
郎
右
衛
門
儀
寛
永
五
宗
三
年
五
月
剃
髪
壽
貞
ミ
改

　
名
箱
型
用
向
相
建
軍
安
元
戊
子
年
六
月
世
二
日
行
年
七
拾
九
歳

　
　
エ
而
病
死
仕
候

ご
あ
り
。
此
の
綜
屋
九
郎
右
膨
張
は
前
に
掲
げ
π
る
京
都

の
練
屋
初
尾
氏
の
租
先
に
し
て
、
長
崎
に
は
親
族
も
な
し

ε
團
答
せ
ら
れ
た
れ
こ
も
、
現
に
長
崎
の
練
屋
家
に
其
の

由
緒
書
を
藏
す
る
を
見
れ
ば
雨
家
に
何
等
か
の
關
係
な
か

る
べ
か
ら
す
。
按
ず
る
に
長
崎
の
超
国
家
由
緒
書
に
「
随

右
衛
門
伜
尭
郎
右
衝
門
構
寛
永
元
子
年
被
召
出
袋
町
乙
名

賛
仰
付
候
」
ざ
記
し
ご
代
五
郎
鼻
鯛
門
の
條
下
に

　
三
五
郎
右
衛
門
儀
父
↓
同
御
當
地
罷
越
袋
町
ぬ
往
居
仕
候
之
塵

　
寛
永
元
子
年
長
谷
川
構
六
様
御
在
勤
之
鶴
坦
々
毘
袋
阻
乙
名
役

．
被
仰
艶
紅
文
二
寅
年
迄
三
拾
九
箇
年
相
早
智
云
々

8
あ
り
。
是
に
依
り
て
前
の
随
乙
女
門
伜
九
郎
右
衛
門
ご

　
　
　
第
六
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
徳
川
初
期
の
貿
易
家
綜
屋
魔
右
衛
門

あ
る
は
五
郎
右
偉
勲
の
誤
り
な
る
べ
し
ご
推
定
せ
ら
る
、

ご
錐
、
随
右
衛
門
、
九
郎
右
衛
門
、
五
郎
右
衛
門
三
者
の
間

に
何
等
か
の
血
族
關
係
存
在
せ
し
こ
ご
想
定
す
る
に
難
か

ら
す
。
況
ん
や
異
國
渡
海
の
年
代
賂
相
同
じ
く
、
渡
航
地

も
亦
同
じ
く
呂
宋
な
れ
ば
、
随
右
暗
暗
九
郎
右
衛
門
の
爾

名
は
恐
ら
く
は
同
時
に
手
を
携
へ
て
出
語
に
渡
航
し
た
）

し
な
ら
ん
。
予
は
長
崎
の
当
屋
家
と
京
都
の
綜
屋
家
ご
は

本
分
家
の
關
係
に
在
り
、
随
右
衛
門
ご
九
郎
右
衛
門
壽
貞

の
父
九
郎
右
衛
門
浮
貞
ご
は
兄
弟
の
績
柄
な
る
べ
し
ご
信

せ
ん
ビ
欲
す
。

　
大
正
九
年
八
月
予
長
鰐
に
て
得
た
る
華
屋
爾
家
の
由
緒

書
を
携
へ
再
び
京
都
の
綜
屋
初
尾
氏
を
訪
ひ
、
其
の
所
蕨

に
係
る
由
緒
書
数
部
を
】
覧
せ
し
に
、
全
く
長
崎
に
存
す

る
も
の
ご
同
文
に
し
て
、
所
司
代
に
提
禺
し
た
る
日
附
は

異
る
こ
も
内
容
に
は
些
の
相
懸
な
き
こ
ざ
を
確
め
た
り
。

か
く
て
忘
れ
ら
れ
た
る
爾
家
の
奮
縁
は
紛
ふ
方
な
き
古
記

録
の
連
鎖
に
依
り
て
繋
が
れ
π
り
き
。
初
尾
氏
等
の
驚
喜

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
五
五
（
二
二
五
）



　
　
　
第
六
谷
　
　
維
　
纂
　
　
徳
川
初
期
の
貿
易
家
綜
燈
一
随
霜
衛
門

由
察
す
る
に
堪
へ
た
り
〇

　
　
　
　
三

　
徳
川
氏
の
天
主
激
禁
令
を
巌
に
す
る
や
、
慶
長
十
九
年

心
月
大
久
保
相
模
守
忠
隣
を
京
都
に
遣
は
し
、
耶
蘇
の
寺

院
を
殿
ち
伸
天
連
を
追
放
し
、
近
畿
の
殿
徒
を
捕
へ
て
遠

流
に
諾
す
。
元
鐡
津
高
岩
城
圭
高
山
右
近
（
名
は
長
房
、

友
群
南
坊
ご
慰
す
、
敷
名
ジ
ユ
ス
ト
富
8
）
元
丹
後
領
主

内
藤
飛
騨
守
徳
庵
（
名
は
忠
俊
、
敷
名
如
安
甘
嘗
）
等
之

が
魁
首
た
う
。
幕
府
之
を
長
崎
に
護
途
し
同
地
の
獄
に
繋

ぐ
こ
ご
留
年
、
此
の
年
九
月
山
口
駿
河
守
瓜
友
を
長
崎
に

遣
は
し
九
州
諸
候
の
兵
を
磯
し
て
市
中
に
散
在
す
る
耶
蘇

寺
院
十
一
箇
所
を
焼
蒸
し
、
二
天
蓮
及
学
徒
を
捕
へ
高
山

内
藤
等
ご
共
に
阿
干
害
に
追
放
せ
り
。
ク
ラ
ッ
セ
の
日
本

西
港
史
に
依
れ
ば
高
山
右
近
内
藤
徳
庵
等
は
筆
入
家
族
を

峯
ゐ
入
名
の
宣
野
師
其
他
の
敷
徒
ビ
共
に
一
隻
の
戎
船
に

乗
り
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
て
忠
尽
せ
し
が
、
途
中
暴
風
に
遭
ひ

一
箇
月
間
海
上
に
漂
蕩
し
て
具
さ
に
難
苦
を
嘗
め
千
六
百

第
二
雛

五
六
（
ニ
ニ
六
）

十
四
年
（
慶
長
十
九
年
）
の
暮
マ
ニ
ラ
に
到
着
す
る
を
得
た

り
。
フ
ィ
ソ
ピ
ソ
諸
島
長
官
1
3
ン
、
フ
ワ
ン
、
デ
、
シ
ル

バ
（
剛
）
o
嵩
甘
p
昌
鳥
。
O
Q
ヂ
δ
ω
）
屡
僚
を
拳
み
て
之
を
迎
へ
車

馬
を
給
し
護
衛
を
附
し
、
宏
罪
な
る
邸
宅
を
提
供
し
て
優

遇
到
ら
ざ
る
な
く
、
高
山
右
近
に
贈
る
に
年
金
を
以
て
せ

ん
ご
せ
り
。
蓋
し
右
近
等
の
布
敷
の
爲
に
盤
庫
し
た
る
功

勢
に
報
い
、
宗
敢
に
殉
し
て
故
國
を
放
逐
せ
ら
れ
た
る
悲

し
む
べ
き
運
命
に
岡
耀
し
た
る
が
爲
な
り
。
然
れ
こ
も
右

近
は
其
の
厚
意
を
謝
し
て
年
金
を
受
け
す
書
斎
に
在
り
て

あ
ら
ゆ
る
迫
害
を
受
け
天
地
に
蜀
踏
し
た
る
身
の
異
郷
に

講
流
せ
ら
れ
て
は
思
ひ
設
け
ざ
る
欺
待
を
受
け
て
戚
慨
轄

だ
深
か
り
け
ん
。
塾
ニ
ラ
劉
着
後
四
十
潟
を
経
て
劇
烈
な

る
執
…
病
…
に
冒
さ
れ
、
千
山
ハ
百
十
五
閏
年
Q
兀
和
一
諸
腰
）
二
月
五

日
基
督
の
名
を
唱
へ
つ
、
從
容
こ
し
て
瞑
冒
せ
り
。
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
・
コ
ヲ
ソ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
諸
島
に
於
け
る
耶
蘇

幅
員
布
岩
壁
（
穿
鈎
畠
8
6
。
含
“
冒
ぴ
霞
国
く
器
σ
q
亀
＄

9
一
〇
ω
○
誓
。
δ
ω
岱
。
一
斜
O
g
も
窪
㌶
α
0
7
ω
言
窪
ご
ω



H
ω
㌶
ω
コ
ξ
…
p
霧
）
に
依
れ
ば
内
藤
徳
庵
は
高
節
右
近
の
死

舘
後
妻
ツ
す
ご
菰
ハ
に
マ
　
ニ
　
ラ
市
の
山
郊
一
外
な
る
サ
「
ン
ミ
ゲ
ツ
村

（しQ

b
｝
霜
囲
σ
q
溝
似
）
に
移
b
住
し
、
支
那
文
學
に
堪
能
な
り
し

か
ば
或
は
宗
敷
書
類
を
漢
交
に
翻
課
し
、
或
は
支
那
の
回

書
を
西
班
牙
文
に
繹
し
池
作
に
從
ふ
こ
ご
十
一
年
、
千
六

百
二
十
⊥
ハ
年
、
寛
永
三
年
目
の
末
に
至
り
病
で
被
せ
り
ご
い

ふ
。
ふ
直
管
長
崎
記
に
、

　
飛
騨
守
は
彼
土
に
到
り
久
し
か
ら
す
し
て
死
去
の
よ
し
、
南
坊

　
は
長
命
に
て
憂
年
月
を
迭
り
し
が
、
杏
の
後
松
倉
豊
後
守
よ
り

　
申
付
、
山
屋
町
糸
屋
随
右
衛
門
ε
申
も
の
故
あ
っ
て
西
洋
國
に

　
渡
り
、
南
坊
に
封
面
し
茶
の
湯
等
を
い
た
し
け
る
に
、
邪
宗
門
に

　
落
入
し
事
か
へ
す
く
も
無
念
な
り
ミ
後
悔
せ
し
ょ
し
、
随
右

　
衛
門
飾
朝
し
て
物
語
い
た
せ
し
、
七
十
餓
三
一
存
命
な
り
し
鵬
こ

　
か
や
、
南
螢
西
洋
國
く
一
申
は
呂
宋
ア
マ
カ
バ
の
．
擾
な
り
。

ε
あ
り
。
こ
は
傳
聞
の
誤
に
し
て
馬
蝿
に
劉
b
久
し
か
ら

す
し
て
死
去
せ
し
は
高
山
南
坊
に
し
て
、
長
命
に
永
ら
へ

し
は
内
藤
徳
庵
な
り
し
な
り
、
随
て
緯
屋
随
右
衛
門
が
野

面
せ
し
は
南
坊
に
非
す
し
て
徳
庵
な
り
し
な
ら
ん
。
按
ず

　
　
　
第
六
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
徳
川
初
期
の
貿
易
家
縣
屋
随
右
衛
閂

る
に
肥
前
漂
の
城
主
松
倉
豊
後
守
重
政
、
豪
宕
の
資
を

以
て
夙
に
天
主
国
立
の
國
害
を
溢
す
を
憤
り
、
幕
府
禁
倉

を
串
濾
ご
雑
誌
徒
は
山
野
に
潜
行
し
て
根
絶
を
期
す
べ
か

ら
す
、
随
て
掃
蕩
す
れ
ば
随
て
響
動
す
る
を
憂
ふ
る
こ
ご

年
あ
り
、
絡
に
伸
天
蓮
の
根
諜
地
た
る
呂
宋
を
攻
略
し
、

一
爆
其
の
集
窟
を
衝
き
て
鍋
害
を
根
底
よ
も
剃
滅
せ
ん
こ

し
、
豫
め
士
卒
を
遣
は
し
て
國
情
を
偵
察
せ
し
む
。
藩
士

吉
岡
九
左
衡
門
木
村
罐
之
思
詰
…
入
重
政
の
命
を
受
け
て
卒

二
十
入
を
誤
長
．
崎
を
幽
零
せ
し
は
寛
永
七
年
十
一
月
十
一

日
に
し
て
、
偵
察
の
任
務
を
絡
へ
て
明
朝
せ
し
は
翌
八
年

六
月
頃
り
。
而
し
て
重
政
寛
永
七
年
十
一
月
十
六
日
に
急

に
病
で
卒
し
蓮
征
の
肚
爆
は
行
は
れ
ざ
り
し
が
、
此
の
時

屡
々
彼
の
地
に
住
志
し
て
其
地
理
、
航
路
、
人
情
、
風
俗

言
語
、
習
贋
を
熟
知
し
だ
る
緯
屋
随
右
衛
門
を
伴
ひ
行
き

し
は
元
よ
り
當
然
の
用
意
に
し
て
、
吉
岡
等
偵
察
の
任
務

を
全
う
せ
し
は
随
右
衛
門
が
斡
旋
盤
力
の
功
に
済
せ
ざ
る

べ
か
ら
す
。
落
穗
集
に
依
れ
ば
吉
岡
等
一
行
の
航
海
は
李

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　

五
七
（
二
ご
七
）



餓
〃
山
月
雀
　
　
　
雑
　
纂
　
　
　
紬
偲
川
州
…
甥
の
貿
易
家
縣
屋
揃
随
膚
衛
…
門

安
な
る
航
海
に
非
す
し
て
、
木
村
灌
之
丞
を
初
め
足
輕
二

十
入
中
十
人
許
り
は
船
中
に
て
死
亡
し
だ
り
ご
い
ひ
、
呂

宋
到
着
後
は
渡
航
の
目
的
を
高
山
等
以
下
の
追
放
人
見
舞

に
假
託
し
た
り
芒
錐
、
彼
の
地
官
憲
の
監
競
嚴
重
に
し
て

「
南
轡
の
都
あ
た
り
へ
寄
せ
つ
け
串
儀
に
て
は
無
之
、
豊

後
守
方
よ
り
の
書
状
も
封
の
ま
＼
に
て
音
物
等
も
其
儘
に

て
、
所
の
奉
行
臼
付
ε
も
串
む
と
く
の
者
こ
も
五
七
入
塗

り
請
取
候
て
都
へ
も
た
せ
越
候
楼
子
に
相
見
え
申
候
」
ご

い
ひ
、
一
行
は
監
覗
の
下
に
別
宅
に
差
置
か
れ
、
日
本
の

追
放
人
ご
會
見
せ
ん
ざ
す
る
時
は
「
南
螢
人
共
四
五
人
程

宛
傍
に
附
添
罷
在
候
に
付
中
々
密
事
の
相
談
な
ざ
の
真
成

零
雨
畢
に
て
は
無
之
候
」
ご
い
へ
り
Q
斯
く
の
如
き
・
纂
・
惜
…
の

下
に
あ
り
て
吉
井
等
偵
察
の
任
務
を
果
し
た
り
こ
す
れ
ば

三
十
除
年
の
間
二
十
野
望
の
建
碑
渡
航
を
な
し
た
る
重
右

衛
門
の
居
中
斡
旋
の
功
如
何
に
大
な
り
し
か
を
想
察
す
る

に
難
か
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
六
本
長
崎
記
に
出
で
た
る

随
右
衛
門
が
高
山
南
坊
に
野
面
し
か
る
物
語
は
明
か
に
此

　
　
　
　
　
　
第
二
競
　
　
　
五
八
　
（
ニ
ニ
入
）

の
時
の
事
に
漉
す
、
寛
永
三
年
帥
ち
内
藤
徳
庵
死
去
以
前

に
嘗
て
随
右
底
企
が
軍
濁
に
渡
航
し
た
る
時
の
話
を
混
同

し
た
る
も
の
な
る
べ
し
○
其
の
南
坊
等
悔
恨
の
情
あ
り
ご

傳
ふ
る
も
の
は
聞
者
の
主
観
的
威
情
に
依
る
こ
ご
に
て
今

論
つ
ら
ふ
べ
き
限
り
に
あ
ら
ざ
る
也
。

　
随
右
衛
門
の
子
五
郎
右
衛
門
寛
永
元
年
袋
町
乙
名
役
こ

な
り
、
正
保
三
年
及
承
慮
元
年
の
思
置
年
行
司
を
兼
ね
寛

文
二
年
一
月
朝
す
。
子
五
郎
右
衛
門
共
の
後
を
嗣
ぎ
元
隷

元
年
十
二
月
迄
二
十
七
年
間
袋
町
乙
名
役
た
り
。
此
の
年

麿
館
建
設
せ
ら
れ
し
を
以
て
新
に
唐
入
屋
敷
乙
名
役
ご
な

り
元
藤
六
年
郭
勤
讃
し
た
り
。
其
の
華
麗
文
七
年
延
賓
六

年
難
度
年
行
司
を
鍮
ぬ
。
子
太
郎
兵
衛
元
隷
元
年
十
二
月

父
の
後
を
襲
ぎ
て
袋
町
乙
名
役
ざ
な
り
、
元
轍
十
二
年
離

手
吟
味
役
、
正
徳
四
年
年
行
司
を
兼
ね
同
五
年
に
至
る
。

四
郎
右
衛
門
同
年
嗣
ぎ
て
乙
名
役
こ
な
り
、
享
保
三
年
元

文
二
年
同
四
年
の
三
度
、
船
手
吟
味
役
、
享
保
十
三
年
、
子

元
文
二
年
の
輝
度
年
行
司
を
兼
諏
。
子
な
し
。
西
田
嘉
左



衛
門
の
子
忌
左
耳
門
を
養
ひ
嗣
こ
す
○
忠
左
衛
門
元
文
四

年
袋
町
乙
名
役
を
襲
ぎ
、
寳
暦
仁
年
年
行
司
を
兼
ね
同
十

年
に
至
る
。
子
五
八
郎
賓
暦
十
年
襲
職
明
和
四
年
迄
動
績

せ
し
が
、
子
な
く
弟
随
右
衛
門
を
養
ひ
て
嗣
ご
す
Q
随
右

衛
門
明
和
四
年
袋
町
乙
名
役
こ
な
り
天
明
五
年
年
行
司
、

同
七
年
、
寛
政
元
年
、
同
六
年
の
三
度
年
番
乙
名
を
兼
ね

寛
政
元
年
湊
内
定
俊
方
掛
井
塵
芥
取
捨
改
掛
、
同
二
年
普

講
方
立
合
役
、
同
三
年
湊
大
凌
掛
を
鍍
ね
た
り
。
子
猪
右

衡
門
（
後
に
忠
左
衛
門
ご
改
む
）
寛
政
十
年
乙
名
役
こ
な
り

文
政
二
年
唐
船
雑
用
取
締
掛
、
同
三
年
湊
淡
方
、
同
四
年

年
行
覇
、
同
五
年
普
請
方
立
合
、
文
政
入
年
市
中
取
締
方

弁
諸
色
直
段
調
掛
、
同
十
一
年
同
上
、
天
保
四
年
船
改
方

同
十
一
年
族
入
改
方
、
同
十
四
年
離
改
方
、
弘
化
二
年
族

入
改
方
、
同
三
年
講
荷
役
立
合
、
同
四
年
族
入
改
方
等
匁

鍮
ぬ
。
子
常
三
郎
嘉
永
四
年
袋
町
乙
名
役
を
襲
ぎ
、
同
七

年
年
番
乙
名
、
安
政
二
年
唐
船
雑
用
取
締
掛
、
安
政
四
年

貫
銀
方
立
合
等
を
動
め
、
以
て
明
治
維
新
に
至
れ
り
。

　
　
　
第
六
滲
　
　
雑
　
纂
　
　
徳
川
剃
期
の
貿
易
家
鯨
渥
随
右
衛
乙

　
予
随
右
衛
門
の
事
蹟
を
詳
か
に
せ
ん
ご
欲
し
諸
書
を
渉

御
す
ご
錐
、
淺
學
に
し
て
以
上
の
外
幕
だ
慧
徴
す
べ
き
資

料
を
見
出
す
こ
ざ
能
は
す
。
今
幸
に
し
て
其
の
後
出
を
尋

ね
傳
家
の
由
緒
書
に
接
す
る
を
得
た
る
を
以
て
、
姑
ら
く

其
の
所
由
を
録
し
、
以
て
後
の
修
補
を
倹
た
ん
ご
す
。

第
二
號

五
九
　
（
細
説
九
〉


